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中播北部行政事務組合告示第１号 

 

中播北部行政事務組合入札公告 

 

事後審査型条件付一般競争入札の実施について 

 

事後審査型条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第 167 条の 6 の規定

により、次のとおり公告する。 

本工事の入札手続等は、神河町事後審査型条件付一般競争入札実施要領に基づき実施す

る。 

 

令和 6 年 2 月 22 日 

 

                         中播北部行政事務組合 

管理者 山 名 宗 悟 

 

１ 条件付一般競争入札に付する事項 

（1）工 事 名  中北組次工第 2 号 神崎郡ごみ処理施設建設用地造成工事（その２） 

（2）工 事 場 所  市川町 浅野 地内 

（3）履 行 期 限  令和 7 年 11 月 28 日（金）まで 

（4）入 札 日 時   令和 6 年 3 月 25 日（月） 午前 10 時 30 分 

（5）入 札 場 所  中播北部行政事務組合 3 階 多目的室 

（6）契約担当部署  中播北部行政事務組合 建設課 

（7）工事担当部署  同上 

（8）工事の概要  下記 3 に記載のとおり 

（9）予 定 価 格  設定する。（公表は落札者の決定後ホームページで公表する。） 

（10）最低制限価格  設定する。（神河町最低制限価格計算方式に準ずる。） 

 

２ 応募方法 

  単独企業による。 

 

３ 工事概要 

〔敷地造成工〕 切土 69,900 ㎥ 、盛土 20,520 ㎥、整地 16,700 ㎡ 

法面整形 7,980 ㎡、 

〔残土処理工〕 表土運搬 57,400 ㎥ 

〔法 面 工〕 法枠 1,160 ㎡、植生 7,968 ㎡ 

〔除 根 工〕 除根 30,000 ㎡ 

〔擁 壁 工〕 擁壁 470 ｍ、地盤改良 390 ｍ 

〔植 栽 工〕 488 本 

〔舗 装 工〕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 480 ㎡ 
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〔道 路 工〕 側溝工 301 ｍ、 集水桝工 13 箇所、 防護柵工 161 ｍ 

〔付替水路工〕 側溝工 9 ｍ、 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 29 ｍ、 締切排水工 1 式 

〔雨水排水工〕 側溝工 384 ｍ、 小段排水工 1,001 ｍ、 集水桝工 37 箇所 

        ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 111 枚、 集水桝工 21 箇所、 管渠工 257 ｍ 

ﾏﾝﾎｰﾙ工 2 箇所 

〔ﾊﾞｲﾊﾟｽ水路工〕 水路工 261 ｍ、 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 20 ｍ、 集水桝工 4 箇所 

         防護柵工 392 ｍ 

〔調整池工〕 調整池（PC地下式） 1 式 

〔防 災 工〕 地下水集排水工 399 ｍ 、 土砂流出防止柵 374 ｍ 、 

 仮設沈砂池 4 箇所 

〔排 水 工〕 水路工 2,092 ｍ 、 管渠工 111 ｍ 、 集水桝工 32 箇所 

〔構造物撤去工〕 構造物撤去処分 １式 

〔交通管理工〕 交通誘導警備員 580 人 

 

４ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

  １に掲げる工事（以下「本工事」という。）の入札に参加するために必要な資格（以下 

 「入札参加資格」という。）は、神河町、市川町、福崎町（以下、「構成町」という。）の

うちいずれかにおいて、工事契約に係る競争入札参加資格取得（令和 5 年度登録）者で、

かつ、次に掲げる全ての要件に該当する者（以下「入札参加者」という。）であることと

する。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の 4 の 

  規定に基づく入札参加の資格制限に該当しない者。 

（2）公告日の前日現在において、兵庫県内に本店又は建設業法に基づく許可を受けた営

業所がある者で、同支店・営業所等において契約締結権限を有する代理人を置いてお

り、かつ、同支店・営業所等において建設業法（昭和24 年法律第100 号）の規定に

よる土木一式工事に係る特定建設業許可を受けている者。 

（3）本店が構成町内にある者は、町税に滞納がないこと。また、構成町内に営業機能を有 

する支店・営業所等がある者は、法人町民税を納付し、町税に滞納がないこと。 

（なお、上記以外の者にあっては、「構成町内」を「各町（市）内」に、「町税」を「 

各町（市）の町（市）税」及び「法人町民税」を「各町（市）の法人町（市）民税」 

と読み替えるものとする。） 

また、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がないこと。 

（4）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に規定する土木一式工事に係る経営規模等評価 

  結果通知書・総合評定値通知書（以下「経営規模等評価結果通知書」という。）にお

ける総合評定値が 1,326 点以上で、本契約締結予定日まで（令和 6 年 3 月下旬まで）

経営規模等評価結果通知書が有効であることが設計図書等購入申込書（確認基準日）

まで、または入札書の提出期限までに確認できること。 
（5）兵庫県または構成町の指名停止基準に基づく指名停止を、確認基準日及び入札日現在

で受けていない者。 

（6）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされてい 
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  ない者（国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。）、和議法（大 

  正 11 年法律第 72 号）に基づく和議開始の申立てがなされていない者及び民事再生法 

  （平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（国土 

  交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。）。 

（7）本工事に係る設計業務等の受託者（株式会社日建技術コンサルタント）でない者又は

当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない者。 

（8）同種工事の施工実績として、平成 20 年度以降に、1 件で盛土量 10,000 ㎥以上の土地

造成工事又は 1 件の最高完成工事額が 2 億円以上の土地造成工事を元請（共同企業体

の構成員としての実績は、出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限る。）とし

て完成した施工実績（国、地方公共団体、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）別表第

一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和 24 年建設

省令第 14 号）第 18 条に規定する法人が発注した工事で、工事が完成し、その引渡し

が完了したもの）を有すること。 

（9）地域貢献として、構成町内に本店または営業所を置く者との契約金額の割合を、契約

金額の 15％以上とすることが可能な者。（落札後、確約書の提出あり） 

 

５ 所定の様式の取得方法 

  入札公告に示す所定の様式等については、中播北部行政事務組合ホームページから必

要に応じダウンロードして使用するものとする。ただし、この方法によることができな

い者にのみ、中播北部行政事務組合建設課において印刷物の配布を行う。 

   中播北部行政事務組合ホームページ http://chuuban-hokubu.jp/index.html 

   中播北部行政事務組合建設課（神崎郡神河町福本 1247-60 番地 中播北部クリーン

センター1 階事務所内） 

 

６ 設計図書等の閲覧 

  本工事に係る金抜設計書、図面等（以下「設計図書等」という。）の閲覧を次のとおり 

 行う。 

（1）閲 覧 期 間  令和 6 年 2 月 22 日（木）から 3 月 1 日（金）まで 

                             （土・日曜日を除く。） 

（2）閲 覧 時 間  午前 9 時から午後 5 時まで（正午から午後 1 時までを除く。） 

（3）閲 覧 場 所  中播北部行政事務組合 建設課 

 

７ 設計図書等の有償配布 

  入札参加者は、設計図書等購入申込書（様式第 1 号）に必要事項を記入し、次に定め 

 る配布期間及び配布場所に当該申込書、経営規模等評価結果通知書の写しを持参して、

設計図書等を購入するものとする。なお、設計図書等を定める期間内に購入しなかった

者は、入札参加資格を失う（入札参加資格を有しない者への配布は、行わない。）。 

  設計図書等を購入した者で、諸般の事情から入札に参加できなくなった場合は、必ず 

 辞退届（様式第 5 号）を提出すること。 

（1）価   格  一式 1,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

http://chuuban-hokubu.jp/index.html
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          ※当日、現金払いにより購入すること。 

          ※図面等は、コンパクトディスクにて配布する。 

（2）配 布 期 間  令和 6 年 2 月 22 日（木）から 3 月 1 日（金）まで 

                             （土・日曜日を除く。） 

          ＊準備の都合上、当該申込書を事前にＦＡＸ（0790-32-2889）する 

           こと。 

（3）配 布 時 間  午前 9 時から午後 4 時まで（正午から午後 1 時までを除く。） 

（4）配 布 場 所  中播北部行政事務組合 建設課 

（5）現 場 説 明  現場説明会は、実施しない。ただし、現場を確認したい者は、事前に 

         建設課（℡ 0790-32-2888）に連絡し、許可を得て行うこと。また、時

間・方法等についても調整すること。 

 

８ 設計図書等に対する質問及び回答 

  設計図書等に対する質問がある場合は、質問書（様式第 2 号）により、提出期限まで 

 に電子メールで提出すること（配信確認を必ず行うこと。）。それ以外の質問については、 

 一切応じない。 

（1）提 出 期 限  令和 6 年 3 月 7 日（木） 午後 5 時まで 

（2）提 出 先  中播北部行政事務組合 建設課 

           c-clean@kcni.ne.jp 

            （配信確認先 建設課 ℡ 0790-32-2888） 

（3）質問の回答  質問に対する回答は、提出締め切り後、令和 6 年 3 月 15 日（金） 

         までに組合ホームページに掲載する。 

 

９ 入札の執行 

  入札は、入札書（様式第 3 号）を持参し、記名押印の上封入し、封書には、入札書、工 
事名称、宛名及び、入札参加者が法人である時は、名称代表者名を、又、個人である時は、商 
号、氏名を表記して、入札公告に示している日時及び、場所で、入札執行職員の指示に従って 
提出すること。 

（1）入 札 日 時  令和 6 年 3 月 25 日（月） 午前 10 時 30 分 

（2）入 札 場 所  〒679－2415 兵庫県神崎郡福本 1247-60 番地 

                   中播北部行政事務組合 3 階 多目的室 

（3）入 札 回 数  2 回を限度 

（4）持参するもの 

   ① 入札書（様式第 3 号） 

   ② 入札金額見積内訳書 

   ③ 誓約書 …入札書（様式第 3 号）とは別様式 

   ④ 委任状（様式第 4 号） …代理人の場合 

（5）入札書の様式及び入札書に記載する金額 

   ① 入札書は、様式第 3 号の誓約書と一体となったものを使用すること。 

   ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額 

mailto:c-clean@kcni.ne.jp
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    を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り 

    捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費 

    税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費 

    税を加算しない金額を入札書に記載すること。 

   ③ 入札書に記載する日付は、入札日とする（入札金額見積内訳書については任意 

    日）。 

（7）入札金額見積内訳書 

   ① 入札に際し、入札金額見積内訳書（以下「内訳書」という。）を入札会場におい 

    て提出しなければならない。 

   ② 内訳書の様式は設計図書等の有償配付時に配付したコンパクトディスク内の金 

    抜設計書又はそれに準じた貴社様式で提出すること。 

   ③ 工事名、工事場所、入札書記載金額の内訳及びその合計を記入し、記名押印する 

    こと。 

   ④ 金抜設計書については、工事請負契約書第１条に定める設計図書（図面及び仕様    

    書等）ではなく、参考資料（参考数量）として取扱うこととする。 

   ⑤ 提出された内訳書は返却せず、必要に応じて公表することがある。 

（8）入札保証金 

   入札保証金は免除とする。ただし、落札者が契約締結を辞退した場合又は正当な理 

  由がなく期限までに契約を締結しない場合は、落札金額の 100 分の 5 に相当する額の 

  違約金を組合に支払うものとする。 

（9）無効となる入札 

 次の各号のいずれかに該当する入札（入札書）は無効とする。 

   ① 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

   ② 指定した入札書を使用しない入札 

   ③ 記名押印を欠く入札 

   ④ 金額を訂正した入札 

   ⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

   ⑥ 内訳書に重大かつ明白な不備がある入札 

   ⑦ 最低制限価格を下回る入札 

   ⑧ 金額が 0 円の入札 

   ⑨ 同一入札に対し、同一入札者が一つの封筒に二つ以上の入札書を同封した入札 

   ⑩ 設計図書等を入札公告で定めた期限内に購入しなかった者のした入札 

   ⑪ 明らかに連合であると認められる入札 

   ⑫ 入札に際し不正を行った者のした入札 

   ⑬ 入札公告の指示に応じない者のした入札 

   ⑭ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

10 落札候補者の決定 

（1）予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者から、順に落札候 

  補者とする。 
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（2）落札候補者となる同価格の最低価格入札者が 2 者以上あるときは、くじを引かせ落札 

  候補者を決定する。 

（3）入札参加者は、この項の規定による落札候補者の決定に、異議を申し立てることはで 

  きない。 

 

11 落札候補者の資格要件の確認 

  落札候補者は、下記の提出期限までに一般競争入札参加資格確認申請書（様式第 6 号） 

 及び資格要件を満たしていることを証する書類（以下「資格確認資料」という。）を、直 

 接持参により提出しなければならない。 

（1）資格確認資料の提出 

   ① 提 出 期 限  令和 6 年 3 月 26 日（火） 午前 9 時から午後 3 時まで 

   ② 提 出 場 所  中播北部行政事務組合 建設課 

   ③ 提 出 部 数  1 部（提出された資格確認資料は返却しない。） 

（2）提出する資格確認資料 

   ① 一般競争入札参加資格確認申請書（様式第 6 号） 

   ② 経営規模等評価結果通知書の写し 

   ③ 建設業許可通知書又は許可証明書の写し 

    （支店等に権限委任している場合は、支店等の許可内容が確認できるものも添付） 

   ④ ４-（3）の定めによる市町税等の納税証明書（公共機関が発行した納付を証明す 

    る書面（写し可）を添付すること。） 

   ⑤ 確約書  

（3）資格確認資料のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格 

  を確認できない場合には、説明を求めることがある。 

 

12 資格確認結果の通知 

（1）資格確認の結果については、資格確認資料が提出された日から起算して 3 日以内（土・ 

  日曜日を除く。）に落札者に対し電話により通知する。ただし、資格に疑義が生じた場 

  合は、この限りでない。 

（2）落札者は、通知を受けた日に、契約に必要な書類を中播北部行政事務組合建設課から

直接受領して契約手続を行うものとする。 

（3）落札候補者が、入札参加資格を有しないと判断された場合は、その旨を書面で通知す 

  るものとする。 

（4）入札参加資格がないと通知された者のうち異議ある者は、管理者に説明を求めること

ができる。ただし、説明を求める場合は、通知の日から起算して 3 日以内に中播北部

行政事務組合建設課に、書面を持参して行わなければならない。 

 

13 契約 

（1）契約書の作成  要 

（2）契約保証金  要 

   ① 契約に際し、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めること。ただし、 
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    落札者が契約の締結に当たり、保険会社の「公共工事履行保証証券（証書）」（2年 

    間の瑕疵担保特約の付いたものに限る。）を付す場合は、契約保証金を免除する。 

   ② 保証の率は、契約金額の 10 分の 1 以上とし、工期の全てを保証期間に含むこと。 

   ③ 工期延長の契約変更を行った場合、保証期間の変更を行うものとする。 

（3）支払の条件  ・前金払   有（前金払は年度毎の出来高予定額の 100 分の 40 以

内とする。） 

・中間前金払 有（年度毎の出来高予定額の 100 分の 20 以内とし、

以下の要件を満たしていること。） 

① 年度毎の工期の２分の１を経過していること 

② 年度毎の工期の２分の１を経過するまでに実

施すべき作業が行われていること 

③ 工事の進捗出来高が年度毎の出来高予定額の

２分の１以上に達していること 

・部分払    有（２回以内） ただし、中間前金払との併用はでき

ない。（年度を越えて施行する工事における各年度

末の部分払を除く） 

（4） 契約の締結  落札の決定後、14 日以内に契約を締結しなければならない。ただし、 

          契約金額が 5,000 万円以上の工事、又は製造の請負契約については議 

         会の議決を要するため、落札候補者決定後に仮契約を締結し、議決を 

         得た後本契約を締結する場合がある。 

 

14 その他留意事項 

（1）入札を公平に執行することが困難であると認められるときは、入札を延期又は中止す 

  ることがある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることはできない。 

（2）入札参加者に関する公表は開札後（落札者の決定後）に行うため、事前の問い合わせ 

  等には一切応じない。 

（3）工期は、事情により変更することがある。 

（4）当該工事は、共同企業体（神河町建設工事に係る共同企業体取扱要綱（平成 21 年神

河町要綱第 8 号）による入札は認めない。 

（5）入札参加者は、入札後、設計図書等の不明その他の理由をもって異議を申し立てるこ 

  とはできない。 

（6）資格確認資料に故意に虚偽の記載等をした場合、神河町指名停止基準に基づく指名停 

  止措置を講ずるものとする。 

（7）入札方法等の詳細については、事後審査型条件付一般競争入札実施要領（平成 21 年 

  神河町要領第 6 号）で確認すること。 

（8）この工事は、工事実績情報システム（以下「コリンズ」という。）への登録義務付け 

  とするので、受注業者については、契約締結後、コリンズに登録の上、「登録内容確認 

  書（工事実績）」の写しを必ず提出すること。 

（9）受注者は、建設資材等を調達するに当たり、構成町内の産品を活用するよう努めるも

のとする。また、構成町内に本店、営業所等がある地元販売業者から調達するよう努



- 8 - 

めるものとする。 

 

15 問い合わせ先 

   中播北部行政事務組合 建設課 

    〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町福本 1247-60 番地 

     電話：0790-32-2888  FAX：0790-32-2889 


